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令和元年第３回紀の川市議会定例会 第１日 

 

       令和元年 ９月 ２日（月曜日） 開 会 午前 ９時２８分 

                       散 会 午前１１時３７分 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程（第１号） 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  諮問第  ８号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       議案第 ７６号 平成３０年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

       議案第 ７７号 平成３０年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ７８号 平成３０年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第 ７９号 平成３０年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳 

               入歳出決算の認定について 

       議案第 ８０号 平成３０年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特 

               別会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ８１号 平成３０年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ８２号 平成３０年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第 ８３号 平成３０年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ８４号 平成３０年度紀の川市農業集落排水事業特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第 ８５号 平成３０年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ８６号 平成３０年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ８７号 平成３０年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ８８号 平成３０年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出決算 
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               の認定について 

       議案第 ８９号 平成３０年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ９０号 平成３０年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９１号 平成３０年度紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９２号 平成３０年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ９３号 平成３０年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９４号 平成３０年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９５号 平成３０年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９６号 平成３０年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰 

               余金の処分及び決算の認定について 

       議案第 ９７号 平成３０年度紀の川市工業用水道事業会計における工業 

               用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について 

       議案第 ９８号 紀の川市企業立地促進条例の全部改正について 

       議案第 ９９号 紀の川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 

               及び紀の川市職員の給与に関する条例の一部を改正する 

               条例の制定について 

       議案第１００号 紀の川市消防団条例の一部改正について 

       議案第１０１号 紀の川市印鑑条例の一部改正について 

       議案第１０２号 紀の川市保育料徴収条例の一部改正について 

       議案第１０３号 紀の川市下水道排水設備指定工事店条例の一部改正につ 

               いて 

       議案第１０４号 令和元年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）につい 

               て 

       議案第１０５号 令和元年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補 

               正予算（第１号）について 

       議案第１０６号 令和元年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正 

               予算（第１号）について 

       議案第１０７号 令和元度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

               １号）について 
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       議案第１０８号 令和元年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１０９号 令和元年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１１０号 令和元年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算 

               （第２号）について 

       議案第１１１号 令和元年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１１２号 令和元年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１１３号 令和元年度紀の川市長田竜門財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１１４号 令和元年度紀の川市竜門財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１１５号 令和元年度紀の川市南北志野財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１１６号 令和元年度紀の川市飯盛財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１１７号 令和元年度紀の川市静川財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１１８号 令和元年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会 

               計補正予算（第１号）について 

       議案第１１９号 令和元年度紀の川市調月財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１２０号 令和元年度紀の川市丸栖財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１２１号 令和元年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１２２号 令和元年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）に 

               ついて 

       議案第１２３号 令和元年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１ 

               号）について 

       議案第１２４号 財産の取得について 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）のとおり 
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    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出席議員（２１名） 

  １番 門   眞一郎   ２番 上 野 宗 彦   ３番 仲 谷 妙 子 

  ４番 舩 木 孝 明   ６番 太 田 加寿也   ７番 石 脇 順 治 

  ８番 並 松 八 重   ９番 中 村 ま き  １０番 大 谷 さつき 

 １１番 阪 中   晃  １２番 榎 本 喜 之  １３番 高 田 英 亮 

 １４番 室 谷 伊 則  １５番 森 田 幾 久  １６番 村 垣 正 造 

 １７番 堂 脇 光 弘  １８番 竹 村 広 明  １９番 石 井   仁 

 ２０番 杉 原   勲  ２１番 川 原 一 泰  ２２番 坂 本 康 隆 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席議員（１名） 

  ５番 中 尾 太久也 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のために出席した者の職氏名 

  市  長     中 村 愼 司    副市長      林   信 良 

  市長公室長    西 川 直 宏    企画部長     今 城 崇 光 

  総務部長     柏 木 健 司    危機管理部長   東 山 壽 彦 

  市民部長     尾 上 之 生    福祉部長     橋 本 好 秀 

  農林商工部長   神 徳 政 幸    建設部長     湯 川 晃 司 

  会計管理者    前 川 永 治    上下水道部長   山 東 邦 彦 

  農業委員会事務局長  田 村 善 之    教育長      貴 志 康 弘 

  教育部長     山 野 浩 伸    代表監査委員   箕 輪 光 芳 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

  事務局長     中 野 朋 哉    議事調査課長  片 山 享 慈 

  議事調査課主幹  岩 本 充 晃    議事調査課副主任  細 谷 勇 紀 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



令和元年第３回紀の川市議会定例会会議録（第１号） 令和元年９月２日 

 

－5－ 

（開会 午前 ９時２８分） 

○議長（坂本康隆君） おはようございます。 

 議員各位には、令和元年第３回紀の川市議会定例会に出席をいただき、厚くお礼を申し

上げます。 

 議員各位の御協力のもと、円滑な議会運営に努めますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

 開会に先立ち、株式会社わかやま新報社から申請のありました本会議の撮影については、

紀の川市議会傍聴規則第８条の規定により許可しておりますので、御了承願います。 

 次に、５番 中尾太久也君より病気療養のため、本定例会の会議を全て欠席したい旨の

届け出がありました。 

 また、本日の会議には、箕輪光芳代表監査委員に出席をいただいております。 

 以上、報告いたします。 

 議事に入る前に、表彰状伝達式をとり行います。 

 去る６月１１日に開催されました第９５回全国市議会議長会定期総会において、村垣正

造君が議員在職２０年以上特別表彰を受けました。 

 表彰状を伝達しますので、村垣議員は、前の方へお越しください。 

〔議長から、村垣議員に表彰伝達〕 

〔拍手〕 

○議長（坂本康隆君） 次に、８月２１日に開催されました和歌山県市議会議長会総会に

おいて、森田幾久君、堂脇光弘君、杉原 勲君が議員在職１５年以上一般表彰を受けまし

た。 

 表彰状を伝達しますので、ただいま名前をお呼びした議員の方々は、前の方へお越しい

ただきたいと思います。 

〔議長から、森田議員、堂脇議員、杉原議員に表彰伝達〕 

〔拍手〕 

○議長（坂本康隆君） 受賞されました皆さん、まことにおめでとうございます。 

 以上で、表彰伝達を終わります。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、これより

令和元年第３回紀の川市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１５番 森田幾久君、

１６番 村垣正造君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 会期の決定について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 去る８月２０日に議会運営委員会を開催していただき、本定例会の会期等を議会運営に

ついて御協議いただいております。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２７日までの２６日間といたしたいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から９月２７日までの２６日間に決定をいたしま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第３ 諸般の報告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 市長から、地方自治法第１８０条第２項の規定により、「市長の専決処分事項報告」、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、

「平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率報告書」の提出があり、お手元に配付し

ておりますので、御了承願います。 

 また、監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により「例月出納検査の

結果報告」、地方自治法第１９９条第９項の規定により「定期監査の結果報告書」があり、

お手元に配付しておりますので、御了承願います。 

 なお、その他の報告につきましても、お手元に配付しているとおりですので、御確認い

ただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 諮問第  ８号 人権擁護委員候補者の推薦について から 

      議案第１２４号 財産の取得について まで 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第４、諮問第８号 人権擁護委員候補者の推薦につい

てから、議案第１２４号 財産の取得についてまでの５１件を一括議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 
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 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（登壇） 皆さん、おはようございます。 

 令和元年第３回紀の川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何かと御

多用にもかかわらず、御参集をいただき厚くお礼申し上げます。 

 まず、先々月の紀の川竜門橋下流で泳いでいた市内の高校生の男子生徒が行方不明とな

り、消防団の皆様を初め、消防組合や警察の方々の懸命の捜索にもかかわらず、いまだ発

見には至っておりません。一日も早く見つかりますよう切に願っております。 

 また、季節は、暦どおり秋に向かい、これから台風の接近が心配される秋雨の時期を迎

えます。これからの台風接近に備えて、今後も市民の皆様とともに防災・減災に努めてま

いりたいと思いますので、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 また、先ほど、全国市議会議長会議員表彰及び和歌山市議会議長会議員表彰の伝達を受

けられました議員の皆さん、まことにおめでとうございます。これからも、引き続き市民

の皆様の代表として、御活躍を御祈念申し上げます。 

 それでは、今定例会に提案いたしました諸議案について、概要を説明いたします。 

 まず、人事に係る案件になります。 

 諮問第８号から諮問第９号は、任期満了に伴う人権擁護委員の推薦について、それぞれ

議会の意見を求めるものであります。 

 次に、議案第７６号から議案第９７号の２２議案につきましては、平成３０年度紀の川

市各会計の決算等について、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、それぞれ議

会の認定に付するものであります。 

 続きまして、条例に関する議案になります。 

 議案第９８号から議案第１０３号までの６議案で、主なものを申し上げますと、紀の川

市企業立地促進条例の全部改正、また紀の川市印鑑条例の一部改正、さらに紀の川市保育

料徴収条例の一部改正など、それぞれ所要の改正を行うための議会の議決を求めるもので

ございます。 

 次に、議案第１０４号から議案第１２３号の２０議案についてですが、令和元年度紀の

川市各会計における補正予算に係るもので、事業執行上、緊急を要する事業や事業執行に

おける過不足の調整などを中心に所要の措置をお願いするものであります。 

 最後に、議案第１２４号について、財産の取得について、議会の議決を求めるものであ

ります。 

 以上、議案概要を申し上げましたが、引き続き、担当部長から詳細説明をいたしますの

で、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 続いて、補足説明を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 改めまして、皆様、おはようございます。 

 それでは、諮問第８号、諮問第９号 人権擁護委員候補者の推薦について、御説明申し
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上げます。 

 議案書の１ページから２ページでございます。 

 今回、人権擁護委員２名が、令和元年１２月３１日をもって任期満了となりますので、 

菊岡
きくおか

 功
いさお

氏、渋
しぶ

田
た

敏
とし

江
え

の２名を再任として人権擁護委員の候補者に推薦いたしたく、人

権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

 議案書１ページをごらんください。 

 諮問第８号につきましては、住所、紀の川市杉原２８０番地、氏名、菊岡
きくおか

 功
いさお

、昭和

２６年１月１８日生まれでございます。 

 次に、議案書２ページをごらんください。 

 諮問第９号につきましては、住所、紀の川市野上１５９番地、氏名、渋
しぶ

田
た

敏
とし

江
え

、昭和２

８年１１月２７日生まれでございます。 

 任期につきましては、法務大臣が委嘱した日から３年となってございます。２名の略歴

等につきましては、別冊の議案資料の１ページから２ページに掲載しておりますので、ご

らんおきください。 

 以上、諮問第８号及び諮問第９号の２件につきまして、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 会計管理者 前川永治君。 

○会計管理者（前川永治君）（登壇） おはようございます。 

 私からは、議案書３ページ、議案第７６号 平成３０年度紀の川市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから、議案書２２ページ、議案第９５号 平成３０年度紀の川市平池財

産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの２０議案につきまして、一括して概要の

説明をさせていただきます。 

 本決算につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定により、去る８月５日から

８月８日の間、監査委員の審査を受け、同法２３３条第３項及び第５項の規定により、監

査委員の意見及び主要な施策の成果を説明する書類等を添え、議会の認定に付するもので

ございます。 

 では、逐次会計ごとに説明させていただきたいと思いますが、会計数が多くなってござ

いますので、平成３０年度紀の川市一般会計歳入歳出決算書及び平成３０年度紀の川市特

別会計・公営企業会計歳入歳出決算書に添付いたしております「平成３０年度決算主要施

策の成果報告書」に基づきまして説明させていただきます。 

 まず、平成３０年度決算主要施策の成果報告書１ページ、２ページの１、平成３０年度

会計別決算収支の状況をごらんください。 

 一般会計につきましては、歳入総額３０１億１，０９０万７，０１７円に対しまして、

歳出総額は２９１億２，７８９万３，７１９円で、歳入歳出差し引き額は９億８，３０１

万３，２９８円となってございます。 

 また、令和元年度へ繰り越した事業に充当する財源１億６，８２０万３，０００円を差
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し引いた実質収支は８億１，４８１万２９８円となってございます。 

 以下、住宅新築資金等貸付事業特別会計から平池財産区特別会計までの１９の特別会計

の実質収支につきましても、黒字もしくはプラスマイナスゼロとなってございます。 

 各会計の金額につきましては省略させていただきますので、後ほどごらんおきいただき

たいと思います。 

 続きまして、３ページ、４ページの２、平成３０年度会計別歳入歳出決算の状況をごら

んください。 

 一般会計の歳入でございますが、前年度からの繰越事業に充当する国庫支出金、市債等

を含む予算現額に対する歳入決算額の収入率は９７％となってございます。 

 一方、歳出でございますが、各費目におきまして適切な予算執行に努めたことや１８の

事業を令和元年度に繰り越したことによりまして、予算現額に対する歳出決算額の執行率

は９３．８％となってございます。 

 ５ページ、６ページをごらんください。 

 普通会計の状況を記載してございます。 

 紀の川市の普通会計は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、土地取得事業特

別会計の３会計で構成されてございます。 

 ここで、平成３０年度決算収支の特徴につきまして説明させていただきます。 

 歳入につきましては、台風被害に伴う災害復旧関連の国庫支出金、県支出金の増額、ま

た、荒川中学校校舎等の改築、粉河地区の保育所再編に伴う地方債の増額があったものの、

減債基金からの繰入金の減額が大きく、前年度比では減少となってございます。 

 歳出につきましては、台風被害に伴う災害復旧費、荒川中学校校舎等の改築、粉河地区

の保育所再編に伴う私立保育施設設備に係る補助金などによる増額がありましたが、前年

度に行った地方債の繰上償還を３０年度では行わなかったことによる減額が大きく影響し

て、前年度比で減少してございます。 

 地方財政状況調査によります歳入総額は３０１億１，４８１万９，０００円、前年度比

で３．６％減。また、歳出総額は２９１億２，９１８万５，０００円、前年度比で４．

３％の減となってございます。 

 収支の状況につきましては、実質収支は８億１，７４３万１，０００円の黒字、単年度

収支が５，５１７万４，０００円の黒字で、実質単年度収支も３億９，０５１万４，００

０円の黒字となってございます。 

 ６ページ右下の将来にわたる財政負担の表にもございますように、財政調整基金を初め

とする各種積立金の現在高が、昨年度から８億３，８７７万円増加しておりまして、前年

度比で７．７％の増となってございます。 

 続きまして、７ページ、８ページの２、歳入の状況をごらんください。 

 １の地方税につきましては、決算額は６６億９３７万円で、前年度比は３，７１６万３，

０００円の減、率にして０．６％の減となってございます。 
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 歳入全体での構成比は２２％となってございます。主な要因といたしましては、個人市

民税は、所得割、法人市民税は法人税割の減収と、固定資産税では、償却資産が企業の設

備投資により増加したものの、土地家屋の評価替えに伴い、家屋分が大きく減収し、都市

計画税についても同様の要因で減収となったことによるものでございます。 

 １０の地方交付税でございますが、決算額が１０９億９，９５９万６，０００円で、前

年度比は１，７４２万９，０００円の増、率にして０．２％の増となってございます。構

成比は３６．５％でございます。主な要因といたしましては、普通交付税において、障害

児保育に要する拡充措置による増となってございます。 

 １５の国庫支出金は、決算額が３３億１，３３９万２，０００円で、前年度比は２億６，

１３３万１，０００円の増で、率にして８．６％の増となってございます。構成比は１

１％でございます。主な要因といたしましては、台風被害に伴う現年発生農業用土木施設

災害復旧事業負担金、保育所再編に伴います保育所等整備交付金が増額となったことによ

るものでございます。 

 １６の県支出金は、決算額２１億３，１６２万３，０００円で、前年度比は１億６８２

万２，０００円の増で、率にして５．３％の増となってございます。構成比は７．１％で

ございます。これにつきましても、台風被害に伴う農業経営体育成支援事業補助金、また

災害復旧費県補助金の皆増によるものでございます。 

 この四つの歳入を合わせた決算額構成比は、７６．６％となります。 

 １９の繰入金の決算額は６億１，６００万７，０００円で、前年度比は１１億９，５５

３万８，０００円の減で、率にして６６％の減となってございます。構成比は２．１％で

ございます。主な要因といたしましては、地方債に繰上償還のための減債基金からの繰り

入れの減少によるものでございます。 

 ２２の地方債は２９億９，２５０万円の借り入れで、前年度比は３億９，１３０万円の

増で、率にして１５％の増となってございます。構成比は９．９％でございます。主な要

因といたしましては、荒川中学校の校舎等改築による増額と粉河地区保育所再編事業によ

る皆増でございます。 

 以上が、歳入に関する説明でございます。 

 続きまして、１１ページ、１２ページの歳出の状況の性質別をごらんください。 

 １の人件費は、決算額が４２億５，４８７万８，０００円で、前年度比は８，８４３万

１，０００円の減、率にして２％の減となってございます。決算額構成比は１４．６％で

ございます。主な要因といたしましては、退職手当に係る特別負担金の減額によるもので

ございます。 

 ２の物件費は、決算額が３４億３，６４９万６，０００円で、前年度比は２億３６万４，

０００円の増、率にして６．２％の増となってございます。構成比は１１．８％でござい

ます。主な要因といたしましては、電算システム更新に係る経費の皆増によるものでござ

います。 
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 ４の扶助費は、決算額が５２億７，６１３万６，０００円で、前年度比は９，１２４万

円の減、率にして１．７％の減となってございます。構成比は１８．１％でございます。

主な要因といたしましては、臨時福祉給付金の皆減によるものでございます。 

 ５の補助費等は、決算額が２９億５，０７２万円で、前年度比は１，０１８万２，００

０円の減、率にして０．３％の減となってございます。構成比は１０．１％でございます。

主な要因といたしましては、那賀消防組合への負担金が減となったことによるものでござ

います。 

 ６の公債費は、決算額が４２億４，９２５万３，０００円で、前年度比は１６億６，９

４４万８，０００円の減、率にして２８．２％の減となってございます。構成比は１４．

６％でございます。主な要因といたしましては、２８年度、２９年度の２カ年に行った地

方債の一部の繰上償還を３０年度では行わなかったことによるものでございます。 

 ７の積立金につきましては、決算額が１４億２，０７７万円で、前年度比８億５，３５

８万円の減、率にして３７．５％の減となってございます。構成比は４．９％でございま

す。主な要因といたしましては、２９年度に今後の公共施設の更新経費に備えて、公共施

設等整備基金に積極的に積み立てましたが、３０年度では減少させたことによるものでご

ざいます。 

 ９の繰出金につきましては、決算額が３４億７，９６５万１，０００円で、前年度比は

２３３万円の増、率にして０．１％の増となっております。構成比は１１．９％でござい

ます。各特別会計への繰出金でございます。 

 １１の投資的経費につきましては、決算額が３６億５，８１７万６，０００円で、前年

度比は１０億２，８１１万５，０００円の増、率にして３９．１％の増となってございま

す。構成比は１２．６％でございます。主な要因といたしましては、荒川中学校の校舎と

荒川中学校の校舎等の改築による増額と粉河地区保育所再編事業による皆増でございます。 

 次に、１３ページ、１４ページの４、職員給与費の状況をごらんください。 

 職員給与費に関する状況を記載してございます。一般会計、特別会計、公営企業会計の

会計別のものと全会計を合計したものに区分してございます。 

 それでは、１４ページの全会計をごらんください。 

 職員数は、特別職が３人、一般職が５４７人で、前年度と比較して、一般職で３人の減

となってございます。決算額は４５億８，９８６万４７１円で、前年度比は６，９１３万

９，０５７円の減、率にして１．５％の減で、退職手当に係る特別負担金が減額となった

ことによるものでございます。 

 １５ページの５、地方債の状況をごらんください。 

 一般会計につきましては、平成３０年度の発行額２９億９，２５０万円に対しまして、

償還額は４０億７，３６３万円で、平成３０年度末現在高は２８３億３，４７９万２，０

００円となり、前年度より１０億８，１１３万円の減少となってございます。 

 なお、３０年度借り入れ分につきましては、合併特例債を初めといたしまして、全て後
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年度におきまして普通交付税に一定の参入措置がある起債となってございます。 

 また、１６ページの特別会計でございますが、平成３０年度の発行額につきましては、

公共下水道事業特別会計が２億７，３７０万円、農業集落排水事業特別会計で１１０万と

なってございます。 

 続きまして、１９ページの６、基金の状況をごらんください。 

 条例に基づき、設置しております全会計分の基金の状況につきまして、平成２９年度末

現在高から平成３０年度末現在高までの推移について記載してございます。 

 普通会計では、今後の公共施設の更新経費に備えて公共施設等整備基金へ積み立てたこ

となどにより、平成２９年度末に比べ８億３，９３５万９，０３５円増加し、平成３０年

末の現在高は１２４億２７７万３５４円となってございます。 

 一般会計、普通会計を中心といたしました決算状況の説明につきましては、以上でござ

います。 

 なお、２２ページ以降には、各会計の主要施策の成果について、歳入では収納実績に関

する科目の予算現額、収入済み額、事業等実施内容を記載し、歳出につきましては、３０

年度決算より事務事業ごとに指標の実績や事業の実績などをあらわすとともに、その事業

の評価の内容をまとめてございます。 

 また、財政指標である健全化判断比率及び資金不足比率の状況につきましては、別途議

会に御報告しております「平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率報告書」のとお

りとなってございます。 

 以上で、平成３０年度決算の概要説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろ

しくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） 上下水道部長 山東邦彦君。 

○上下水道部長（山東邦彦君）（登壇） それでは、議案第９６号及び議案第９７号の２

議案について、御説明いたします。 

 まず、議案書の２３ページ、議案第９６号 平成３０年度紀の川市水道事業会計におけ

る水道事業剰余金の処分及び決算の認定についてを御説明いたします。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成３０年度紀の川市水道事業剰余金の

処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、平成３０

年度紀の川市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでご

ざいます。 

 特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書の１９２ページをお開きください。 

 １９２ページから１９５ページまでは、税込みによる決算の状況で、１９２ページ、１

９３ページは、収益的収入及び支出を、１９４ページ、１９５ページでは、資本的収入及

び支出を示しており、予算計上を伴う決算の状況を示しております。 

 １９５ページの決算額をごらんください。 

 上段、資本的収入では、税込み総収入が４億５，５６５万１，５２２円、下段、資本的
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支出では、総支出は１０億１，４２６万６，８６４円で、資本的収支不足額５億５，８６

１万５，３４２円の補填方法は、１９４ページの下段の表の欄外に記載しているとおり、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積

立金で補填いたしました。 

 続きまして、１９６ページ、平成３０年度紀の川市水道事業損益計算書をごらんくださ

い。 

 収益的収入及び支出の税抜き計上の状況でありまして、下から４行目、当年度純利益は

９，２１１万５，６７１円で、前年度に比べ１，６１７万２６７円の減となりました。減

額の主な原因は、簡易水道事業の統合に伴い、営業費用のうち、減債償却費が増加したた

めとなったため、当年度純利益は前年度より減となっております。 

 また、下から３行目の前年度繰越利益剰余金、下から２行目に、その他未処分利益剰余

金変動額と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は３億９，６５５万８，１３１円とな

りました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、１９７ページの下段の表、平成３０年度紀の

川市水道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。未処分利益剰余金は、当

年度末残高で３億９，６５５万８，１３１円となっており、このうち１億円については、

建設改良費、建設改良積立金に積み立てを行い、また当年度において、資本的収支不足額

の補填に使用した減債積立金１億円については、資本金に組み入れを行い、残りは翌年度

へ繰り越すものとしてございます。 

 １９９ページからは貸借対照表で、１９９ページ、下から１４行目にございます資本合

計と、２００ページ、下から３行目、負債資本合計は合致してございます。 

 現金預金の状況ですが、１９９ページ、中段の２、流動資金をごらんください。 

 （１）現金預金として、２１億６，４６２万４，２２１円でございます。 

 ２０１ページからは、決算附属書類となっております。 

 ２０３ページの業務実績をごらんください。 

 項目の現在、給水人口から４行目の給水量につきまして、簡易水道事業の統合により、

前年度に比べ増加しております。その他の資料については、後ほどごらんおきいただきま

すようお願いいたします。 

 議案第９６号については、以上でございます。 

 次に、議案書の２４ページ、議案第９７号 平成３０年度紀の川市工業用水道事業会計

における工業用水道事業剰余金の処分及び決算の認定についてを御説明いたします。 

 本会計についても、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成３０年度紀の川

市工業用水道事業剰余金の処分について、議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第

４項の規定により、平成３０年度紀の川市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見

をつけて議会の認定に付すものでございます。 
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 特別会計・公営企業会計歳入歳出決算書の２２９ページをお開きください。 

 ２２９ページから２３２ページまでは、税込みによる決算の状況で、２２９ページ、２

３０ページは、収益的収入及び支出を、２３１ページ、２３２ページでは、資本的収入及

び支出を示しており、予算経理を伴う決算の状況を示しております。 

 ２３２ページの決算額をごらんください。 

 上段、資本的収入、決算額は０円、下段、資本的支出の決算額は１，６５１万９，１１

２円で、資本的収支不足額１，６５１万９，１１２円の補填方法は、２３１ページの下段

の表の欄外に記載しておるとおり、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填いた

しました。 

 続きまして、２３３ページ、平成３０年度紀の川市工業用水道事業損益計算書をごらん

ください。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況でありまして、下から４行目、当年度純利益は

１，３１８万９，９２７円です。また、下から３行目の前年度繰越利益剰余金、下から２

行目に、その他未処分利益剰余金変動額と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は４，

２７３万２，２４４円となりました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、２３４ページの下段、平成３０年度紀の川市

工業用水道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。未処分利益剰余金は、当

年度末残高で４，２７３万２，２４４円となっており、このうち１，０００万円について

減債積立金へ積み立てを行い、また当年度においては資本的収支不足額の補填に使用した

減債積立金７００万円については、資本金に組み入れを行い、残りは翌年度へ繰り越すも

のとしてございます。 

 ２３６ページからは貸借対照表で、２３６ページ、下から１１行目にございます資産合

計と２３７ページの下から３行目、負債資本合計は合致してございます。 

 工業用水道事業会計における現金預金の状況ですが、２３６ページ中段、２、流動資産

（１）現金預金の欄をごらんください。平成３０年度末残高は１億３，３９７万３，２０

７円でございます。 

 ２３８ページからは、決算附属書類となっております。後ほどごらんおきいただきます

ようお願いいたします。 

 以上、２議案について、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 農林商工部長 神徳政幸君。 

○農林商工部長（神徳政幸君）（登壇） それでは、議案書の２５ページから２９ページ

をごらんください。 

 議案第９８号 紀の川市企業立地促進条例の全部改正について、提案説明申し上げます。 

 提案理由は、事業所の設置または事業規模の拡大を促す奨励措置の見直しに伴い、条例

の全部を改正するものでございます。 
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 この条例の改正により期待される効果としては、固定資産税及び都市計画税の増収・増

加に伴う自主財源の確保、地元雇用の創出と促進、企業母体と企業が有している技術の流

出抑制が見込まれます。 

 議案書２６ページをごらんください。 

 第１条では、条例の目的を定めております。この条例は、本市における企業の立地を促

進するため、市内に事業所を新たに設置または事業規模を拡大する事業者に対し、必要な

奨励制度を講じることにより、産業振興及び雇用促進を図ることを目的としております。 

 第２条では、用語の定義を定めております。 

 第２条第１項第１号から第３号は、新設・移設・増設の定義を、第５条では、指定業者

の要件を定めております。 

 主な要件としては、第５条第１項第１号、投下固定資産総額が新設にあっては３億円以

上、移設に、または増設にあっては１億円以上であること。第５条第１項第２号で、産業

振興その他市の施策に寄与する協定を締結すること。第５条第１項第６号で、５人以上の

新規常用雇用者を雇用することとしております。 

 第１０条では、指定事業者の指定の取り消しを。 

 第１１条では、奨励金の返還について規定しております。 

 次に、議案書２９ページの別表で、第７条関係の奨励措置について、具体的に説明させ

ていただきます。 

 奨励金については、３種類ございます。いずれの奨励金も指定事業者の要件を満たして

いることを前提とした上で、まず事業所設置奨励金は新設のみ対象しております。 

奨励金を算定する場合は、新設に要した投下固定資産総額の１００分の５に相当する額、

ただし、上限は５，０００万円としてございます。 

 次に、立地促進奨励金は、固定資産税と都市計画税の軽減措置を講じることとしており

ます。こちらは、新設・移設・増設を対象としております。税の軽減期間は、固定資産税

及び都市計画税を５年間としています。 

 次に、雇用促進奨励金は、市内に在住者を１年以上雇用した事業者に、人数に応じて５

０万円を乗じた額を奨励金として支援します。ただし、限度額は３，０００万円としてご

ざいます。 

 なお、附則として、第１項で、この条例の施行期間を、第２項で、この条例の施行日以

後の経過措置を定めています。 

 以上、議案第９８号に関する提案説明でございます。御審議賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 総務部長 柏木健司君。 

○総務部長（柏木健司君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案書３０ページをお願いいたします。 

 議案第９９号 紀の川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び紀の川市職
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員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明をさせていただき

ます。 

 本条例の制定につきましては、成年被後見人及び被補佐人の人権が尊重され、成年被後

見人及び被補佐人であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠

格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置で、現行の欠格条項

を削除するもの等でございます。 

 議案書３１ページをお願いいたします。 

 第１条は、紀の川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正するも

ので、第５条で、引用している地方公務員法の改正に伴います成年被後見人等の欠格条項

の削除による号ズレを措置するものでございます。 

 次に、中ほど以降から３５ページにかけてになります。 

 第２条は、紀の川市職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、第２５条、第２

５条の２及び第２６条におきましては、同じく地方公務員法の改正に伴います成年被後見

人等の欠格条項の削除による条文の整理であります。 

 また、現行条例中の禁錮の表記につきまして、新常用漢字表に定める漢字表記にあらた

めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和元年１２月１４日から施行するものでございま

す。 

 以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 危機管理部長 東山壽彦君。 

○危機管理部長（東山壽彦君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案書の３６ページをごらんください。 

 議案第１００号 紀の川市消防団条例の一部改正についてでございます。 

 本件に係る提案理由といたしましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行

うため、３７ページに記載のとおり、条例の一部を改正するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、令和元年１２月１４日から施行するものでご

ざいます。御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） それでは、議案書３８ページをお願いします。 

 議案第１０１号 紀の川市印鑑条例の一部改正について御説明いたします。 

 本条例の改正につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布さ

れたことに伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、「氏」に変更があった者は

住民票に記載されている旧の氏でも印鑑登録ができるようになることから、所要の改正を

行うものでございます。 

 議案書３９ページをお願いいたします。 
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 紀の川市印鑑条例の一部を改正する条例第５条、登録印鑑の規制では、第１項第１号及

び第２号で規定される名、もしくは氏名に新たに「旧氏」及び字句の定義などを加え、第

１２条、印鑑登録の抹消では、第１項第３号で規定される「氏」に新たに「旧氏」を含む

とした字句の定義を加えております。 

 なお、第２条、第５条第２項のほかでは、字句の表現などについて修正を行ってござい

ます。 

 附則といたしまして、この条例の施行は、政令の施行期日に合わせ、令和元年１１月５

日とするものでございます。 

 以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 議案第１０２号 紀の川市保育料徴収条例の一部改

正について御説明申し上げます。 

 議案書の４２ページ及び４３ページをごらんください。 

 令和元年５月１７日に、子ども子育て支援法の一部を改正する法律が公布され、総合的

な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、

市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関し、給付制度を創

設する等の措置を講ずることに伴い、所要の改正をお願いするものであります。 

 具体的には、令和元年１０月１日から、３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こど

も園などを利用する子どもたちの利用料の無償化、ゼロ歳から２歳までの子どもたちにつ

いては、住民税非課税世帯を対象として利用料を無償化するものでございます。 

 以上、議案第１０２号の説明です。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 上下水道部長 山東邦彦君。 

○上下水道部長（山東邦彦君）（登壇） それでは、議案書の５１ページ。 

 議案第１０３号 紀の川市下水道排水設備指定工事店条例の一部改正について御説明い

たします。 

 本条例の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律が公布されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 ５２ページ、５３ページに新旧対照表を添付してございます。 

 附則としまして、この条例は、令和元年１２月１４日から施行するものでございます。

御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） ここで、しばらく休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時３１分） 

――――――――――――――― 

（再開 午前１０時４７分） 

○議長（坂本康隆君） 再開いたします。 

 引き続き、審議を行います。 
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 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 議案書の５４ページをごらんください。 

 議案第１０４号について御説明させていただきます。 

 議案第１０４号 令和元年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）について、地方自治

法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 表題に、「令和元年度補正予算書」と書いている冊子の１ページ、令和元年度紀の川市

一般会計補正予算（第２号）をごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億７，８９１万３，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１２億１，７２０万２，０００円と

するものでございます。 

 第２条は、債務負担行為の補正に係る規定でございます。 

 第３条は、地方債の補正に係る規定でございます。 

 次に、２ページ、３ページをごらんください。 

 第１表、歳入では、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰

越金、諸収入をそれぞれ増額し、地方消費税交付金、繰入金、市債をそれぞれ減額してお

ります。 

 次に、４ページ、５ページの歳出では、各費目ごとに前年度の国県支出金の調整のほか、

事業執行上急を要する事業について補正予算措置をしております。 

 次に、６ページをごらんください。 

 第２表、債務負担行為補正として、１件追加するものでございます。 

 契約管理、工事成績評定システムクラウドサービス利用料として、期間は令和２年度か

ら令和６年度までの５年間、限度額は２，４１０万円でございます。 

 次に、７ページをごらんください。 

 第３表、地方債として、社会教育施設整備事業、臨時財政対策債の限度額を変更してお

ります。 

 続いて、別冊の令和元年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）に関する説明書の３ペ

ージをごらんください。 

 歳入について、主な補正内容を順に御説明いたします。 

 上段の６款、１項、１目、地方消費税交付金は、当初から１億２，０００万円の減額を

見込み、予算措置するものでございます。 

 同じく、中段の１１款、１項、１目、地方交付税１億１，２３４万９，０００円の増額

は、額の確定によるものでございます。 

 次に、４ページ下段の１６款、２項、１目、総務費、県補助金１００万円の増額は、

「地域・ひと・まちづくり事業」補助金として、６月２９日開催の諸井橋供用開始式及び

６月３０日開催のベトナムハス・大賀ハス観蓮会開催費用に対し、それぞれ５０万円を上

限額として２分の１の補助が決定したため、予算措置するものでございます。 
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 次に、５ページ上段の１８款、１項、１目、一般寄附金８，０００万円の増額は、法改

正に伴う返戻品取り扱いの厳格化などの要因により、ふるさとまちづくり寄附金の受入額

が昨年度と比較し大幅に増加していることから、増額の予算措置をするものでございます。 

 同じく、５ページ中段の１９款、２項、１目、基金繰入金２億９，８５６万９，０００

円の減額は、財源調整のため財政調整基金からの繰り入れを減額してございます。 

 同じく、５ページ下段の２０款、１項、１目、繰越金は、平成３０年度決算額の確定に

より、７億６，４８１万円の増額としてございます。 

 次に、６ページ上段の２１款、４項、１目、雑入では、一部事務組合負担金、前年度清

算金として３，１５６万３，０００円、また保育料無償化に伴い発生する副食費１，２３

９万３，０００円、合わせて４，３９５万６，０００円を増額してございます。 

 同じく、６ページ中段の２２款、１項、７目、市債、教育債２，８５０万円の増額は、

西貴志コミュニティセンターの空調設備整備に係る経費について増額の予算措置をするも

のでございます。 

 続いて、歳出について、人件費以外の主な事業について順に御説明いたします。 

 ７ページ、上段をごらんください。 

 ２款、１項、１１目、総務費、地域創生費、ふるさとまちづくり寄附金事業で４，０９

８万円の増額は、インターネットサイトの増設、また法改正に伴う返戻品取り扱いの厳格

化等により、寄附金受入額が昨年度と比較し大幅に増額していることから、返戻品贈呈に

係る経費を予算措置するものでございます。 

 同じく、７ページ中段の２款、１項、１３目、総務費、電算管理費１，７７５万５，０

００円の減額は、内訳として電算システム更新事業の情報系パソコン調達において、当初

の計画であった複数年をかけ機器を購入する方法と比較して、リースにより同一機種を一

括調達する方法が電算システム運用上の管理面においてメリットがあり、かつ費用の抑制

効果があるとの試算が判明したことから、リースへの変更による減額分として２，５２２

万２，０００円、また行政情報化推進事業において、各部署が保有する地図情報を一元的

に管理共有することで、事務の効率化と市民サービスの向上を図るため、統合型地図情報

システムの構築に必要な経費として７４６万７，０００円をそれぞれ予算措置するもので

ございます。 

 同じく、７ページ下段の２款、１項、１６目、総務費、基金費、基金積立事業において

は、地方財政法第７条に基づき、前年度決算剰余金の２分の１以上の額として４億８００

万円を減債基金の積み立てに計上し、財政調整基金積立金６，４１６万円と合わせて４億

７，２１６万円を予算措置するものでございます。 

 次に、９ページ中段をごらんください。 

 ３款、１項、１０目、民生費、介護保険費１，４３９万２，０００円の増額のうち、介

護保険施設等整備補助事業は、認知症高齢者グループホーム利用者の安全・安心を確保す

るため、国１００％補助による空調設備改修、また国５０％補助による塀の改修経費の一
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部を助成するため、合わせて１，４２７万４，０００円を予算措置するものでございます。 

 同じく、９ページ中段の３款、１項、１２目、民生費、人権推進費、隣保館運営事業で

は、古和田会館の老朽化した単独浄化槽を合併浄化槽へ転換する改修経費について、県４

分の３の補助を受け実施するもので、２，１５８万８，０００円を予算措置するものでご

ざいます。 

 次に、１０ページ下段から１１ページ上段の３款、２項、６目、民生費、保育所費１，

５３４万３，０００円の増額のうち、子どものための教育・保育給付事業では、幼児教

育・保育無償化の対象となる認可外保育施設等の利用費６８８万４，０００円、また、１

０月から病児保育を実施する私立保育園に対し、その経費の一部を助成するもので、当初

予算では１園を対象に委託料を計上しておりましたが、今回新たに１園を加え、２園を対

象に委託料を減額し、補助金として８７４万２，０００円を増額、合わせて１，３３３万

７，０００円を予算措置するものでございます。 

 次に、１２ページ中段から、１３ページ上段の４款、２項、２目、衛生費、塵芥処理費、

ごみ収集事業では、桃山収集事務所収集員詰所及びごみ袋の在庫用倉庫として活用するた

め、旧石材加工共同作業所の整備に係る経費３２９万円を予算措置するものでございます。 

 次に、１４ページ下段から、１５ページ上段をごらんください。 

 １０款、４項、１目、教育費、幼稚園費、私立幼稚園運営支援事業１，４３８万７，０

００円の増額は、幼児教育・保育無償化の対象となる子ども・子育て支援新制度に移行さ

れていない私立の幼稚園の施設等利用費及び補足給付費として、副食費について予算措置

するものでございます。 

 １５ページ中段の１０款、５項、２目、教育費、公民館費、公民館改修整備事業３，１

７４万６，０００円の増額は、西貴志コミュニティセンター空調設備の不具合について詳

細調査の結果、判明した不良箇所の改修工事費用について増額の予算措置をするものでご

ざいます。 

 以上が、今回の補正の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（坂本康隆君） 建設部長 湯川晃司君。 

○建設部長（湯川晃司君）（登壇） それでは、議案書５５ページをお願いいたします。 

 議案第１０５号 令和元年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について、議会の議決を求めるものでございます。 

 表題に、「補正予算書」と書いている別冊の８ページをごらんください。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５６万６，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，９３６万６，０００円とするものでございま

す。 

 補正内容につきましては、別冊の補正予算書説明書の３ページから４ページをお願いい

たします。 
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 歳入では、前年度繰越金の確定による調整と一般会計繰入金の調整でございます。 

 歳出につきましては、人件費の調整と前年度繰越金の確定による一般会計への繰出金の

増額を計上するものでございます。 

 以上、御審議、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） それでは、議案第１０６号及び議案第１０７号の２

議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案書は、５６ページ及び５７ページでございます。 

 はじめに、議案第１０６号 令和元年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第１号）について、別冊の補正予算書、１１ページをお願いいたします。 

 令和元年度紀の川市の国民健康保険事業勘定特別会計の補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，４７７万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億５，０７７万円とするものでございます。 

 別冊の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に関する説明書３ページの歳

入をお願いいたします。 

 保険税の当初賦課、また前年度繰越金の確定などによる所要の調整でございます。 

 １款、１項、国民健康保険税では、１目、被保険者保険税で８，６３０万円の増額。 

 また、２目、退職被保険者等保険税では１００万円の増額を。 

 ５款、繰入金では、１項、１目、一般会計繰入金で、財政安定化支援事業繰入金として

７６６万円の減額。 

 ６款、繰越金では、前年度繰越金５，０１５万５，０００円の増額。 

 ７款、諸収入では、３項、５目、雑入で、療養給付費等前年度清算金として１，４９７

万５，０００円の増加補正をお願いするものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出では、国民健康保険事業運営基金への積み立て、また前年度交付金の清算に関する

所要の予算措置でございます。 

 ７款、基金積立金、１項、１目の国民健康保険事業運営基金積立金として１億２，９５

０万９，０００円の増額を。 

 ９款、諸支出金では、１項、５目、償還金で、保険給付費等交付金の清算により１，４

３８万６，０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、議案第１０７号 令和元度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について御説明申し上げます。 

 補正予算書の１４ページをお願いいたします。 

 令和元年度紀の川市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 
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 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，５１３万２，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億８，５１３万２，０００円とするも

のでございます。 

 別冊の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に関する説明書、３ページの歳入を

お願いいたします。 

 歳入では、保険料や一般会計繰入金、また前年度繰越金の確定による所要の調整として、

１款、保険料、１項、１目の後期高齢者医療保険料では、現年度分２，３０８万６，００

０円の増額を。 

 ３款、繰入金、１項、１目の一般会計繰入金では１５万９，０００円の増額。 

 ４款、繰越金、１項、１目の繰越金では、前年度繰越金１８８万７，０００円の増額補

正でございます。 

 ４ページ、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金の確定による調整といたしまして、

２款、１項、１目で２，５１３万２，０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

 以上、２議案の御説明でございます。御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 議案書の５８ページ。 

 議案第１０８号 令和元年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）に

ついて御説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書、１７ページから１９ページになります。 

 令和元年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，００７万２，０００円を増

額し、歳入歳出それぞれ７３億５，２０７万２，０００円と定めるところの補正予算です。 

 補正の内容については、別冊の令和元年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）に関する説明書、１ページから２ページをお願いします。 

 今回の補正の概要は、平成３０年度に歳入された国庫支出金、支払基金交付金、県支出

金に対し、決算による清算の結果、介護給付費準備基金への積み立て及び国庫負担金等の

返還金が主な内容でございます。 

 以上、議案第１０８号 令和元年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１

号）の説明です。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） 上下水道部長 山東邦彦君。 

○上下水道部長（山東邦彦君）（登壇） それでは、議案第１０９号及び議案第１１０号

の２議案について御説明いたします。 

 まず、議案書の５９ページ。 

 議案第１０９号 令和元年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ
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いて御説明いたします。 

 別冊の補正予算書の２０ページをごらんください。 

 令和元年度紀の川市公共下水道事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４９７万４，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億７，３９７万４，０００円とするも

のでございます。 

 補正の内容につきましては、別冊の紀の川市公共下水道事業特別会計の補正予算（第１

号）に関する説明書、３ページから５ページをごらんください。 

 歳入においては、一般会計の繰入金の調整、前年度繰越金確定による補正を。 

 歳出では、人事異動に伴う人件費の調整、公債費の元利償還金確定による補正を行うも

のでございます。 

 続きまして、議案書の６０ページ。 

 議案第１１０号 令和元年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明いたします。 

 別冊の補正予算書、２３ページをごらんください。 

 令和元年度紀の川市農業集落排水事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５１万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，９９５万８，０００円とするものでございま

す。 

 補正の内容につきましては、別冊の紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）に関する説明書、３ページ、４ページをごらんください。 

 歳入においては、一般会計繰入金の調整、前年度繰越金確定による補正を。 

 歳出では、公債費の元利償還金確定による補正を行うものでございます。 

 以上、２議案について、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） 農林商工部長 神徳政幸君。 

○農林商工部長（神徳政幸君）（登壇） それでは、私のほうから、議案書６１ページの

議案第１１１号 令和元年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）についてか

ら、議案書７１ページの議案第１２１号 令和元年度紀の川市平池財産区特別会計補正予

算（第１号）についてまでの１１議案について、一括して御説明申し上げます。 

 本１１議案につきましては、紀の川市田中財産区特別会計及び紀の川市最上、神田、市

場、元財産区特別会計を除く９財産区の特別会計補正予算は、前年度決算確定における繰

越金の補正に伴い、歳入で財政調整基金繰入金を減額するとともに、歳出で、財政調整基

金積立金及び予備費で、それぞれ予算調整を図ったものでございます。 

 また、議案第１１２号 令和元年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第１号）に
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つきましては、歳入においては、前年度繰越金の確定による財政調整基金繰入金の調整。 

 歳出では、通行等の妨げとなっている倒木の処理に係る経費を予算措置するものでござ

います。 

 また、議案第１１８号 令和元年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別会計補正

予算（第１号）につきましては、歳入においては、土地売却収入や前年度繰越金の確定に

よる財政調整基金繰入金の調整、歳出では、土地売却収入に伴う財政調整基金積立金の増

額を予算措置するものでございます。 

 以上が、補正予算の内容でございます。 

 なお、補正額につきましては、別冊のそれぞれの財産区補正予算書の「第１表 歳入歳

出予算補正」に、またその詳細につきましては、各財産区特別会計補正予算に関する説明

書に記載しておりますので、ごらんおきいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、１１議案につきまして御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（坂本康隆君） 上下水道部長 山東邦彦君。 

○上下水道部長（山東邦彦君）（登壇） それでは、議案第１２２号及び議案第１２３号

の２議案について御説明いたします。 

 まず、議案書の７２ページ。 

 議案第１２２号 令和元年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）についてを御説

明いたします。 

 別冊の補正予算書、５９ページをごらんください。 

 第２条で、収益的収入及び支出の補正を計上してございます。 

 収入につきましては、１款、水道事業費収益、２項、営業外収益で１８万４，０００円

を減額し、支出では、１款、水道事業費用、１項、営業費用で１，３４０万２，０００円

の増額。２項、営業外費用で６３万３，０００円の減額を行っております。 

 ３条では、資本的支出の補正を計上しております。 

 内容につきましては、１款、資本的支出、１項、建設改良費で５１１万５，０００円の

減額。２項、企業債償還金３８万円の減額をするとともに、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額についての補てんの方法を調整しております。 

 補正の詳細については、別冊の紀の川市水道事業会計補正予算書（第１号）に関する説

明書の４ページをごらんください。 

 収益的収入につきましては、繰り出し基準に基づく一般会計繰入金の調整。 

 ５ページ、６ページの収益的支出では、人事異動に伴う人件費の調整。 

 前年度の企業債借り入れ償還額確定に伴う長期債利子返還額の減額を行うものでござい

ます。 

 ７ページの資本的支出では、人事異動に伴う人件費の調整と前年度の企業債借り入れ償

還額確定に伴う長期債元金償還金の減額を行うものでございます。 
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 続きまして、議案第１２３号 令和元年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１

号）についてを御説明いたします。 

 別冊の補正予算書の６０ページをごらんください。 

 第２条で、収益的支出の補正を計上しております。 

 内容については、１款、工業用水道事業費用、１項、営業費用で７万９，０００円の増

額を計上しております。 

 補正の詳細については、別冊の紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）に関す

る説明書、２ページをごらんください。 

 収益的支出で、事業に伴う人件費の調整を行うものでございます。 

 以上、２議案について御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 議案書７４ページをごらんください。 

 議案第１２４号 財産の取得について御説明いたします。 

 財産を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 記の１、財産の名称は、紀の川市行政ネットワーク基本システム構築機器、主な内容は、

サーバー１式、基幹系及び情報系ネットワーク機器１式、ソフトウエア１式、無停電電源

装置１式などとなっております。 

 ２、取得の方法は、随意契約による取得。 

 ３、取得価格は、２億６，７８４万円。 

 ４、契約の相手方は、大阪府大阪市淀川区宮原３丁目４番３０号、ニッセイ新大阪ビル、

Ｓｋｙ株式会社、代表取締役 大浦淳司でございます。 

 提案理由につきましては、老朽化した行政ネットワーク基本システムを構築している機

器を更新するため、必要な財産の取得について議決を求めるものでございます。 

 また随意契約に至る経緯につきましては、指名型プロポーザル方式により、指名３社の

うち２社の参加を終え、選考の上、決定しております。 

 なお、別冊の議案資料の３ページに、今回整備更新する行政ネットワーク基本システム

の構成図を掲載しておりますので、ごらんおきください。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 ほかに補足説明はございませんか。 

〔「補足説明なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） なければ、ただいま提案理由の説明がありました議案のうち、議

案第７６号から議案第９５号までの平成３０年度各会計決算と財政の健全化及び公営企業

の経営健全化について、監査委員よりそれぞれ決算審査意見書が提出されており、本日、

代表監査委員に出席を求めております。 

 監査報告をしていただきます。 
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 代表監査委員 箕輪光芳君。 

○代表監査委員（箕輪光芳君）（登壇） 監査委員の箕輪です。委員を代表して、審査の

結果を御報告申し上げます。 

 去る８月５日、６日、７日、８日の４日間、監査委員の川委員、榎本委員と私の３人

で、市長より審査に付されました平成３０年度紀の川市一般会計・特別会計の歳入歳出決

算及び基金の運用状況、また平成３０年度紀の川市公営企業会計、すなわち水道事業会計

と工業用水道事業会計の決算審査、さらに平成３０年度財政の健全化及び公営企業の経営

の健全化の審査を行いましたところ、審査に付されました各会計歳入歳出決算書、同じく

事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成

されており、関係諸帳簿その他証書類と照合した結果、違法並びに錯誤を認めず、その計

数等は符合して正確であり、予算の執行及び関連する事務処理は適正に行われておりまし

たので、ここに御報告申し上げます。 

 これらの決算審査とあわせて、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されており、健全化判断比率及び資金

不足比率においては、全て早期健全化基準及び経営健全化基準を下回り、本市の財政状況

は良好な状態にあると認められますので、あわせて御報告申し上げます。 

 なお、各会計歳入歳出決算の状況及びこれらについての審査に関する結果と審査意見書

は、さきにお配りしております３冊の小冊子にまとめさせていただいておりますので御確

認いただきたいと思います。 

 さて、平成３０年度は、歳入については、一般会計において、各種交付金及び国庫・県

支出金の増額、また荒川中学校校舎改築、粉河地区保育所再編、台風２１号に伴う災害復

旧事業等により地方債が増加したものの、市税や繰入金が減額したことにより減少となっ

ております。 

 歳出については、一般会計において平成２８年度及び平成２９年度に実施した市債の任

意繰上償還の効果による公債費の大幅な減額や、公共施設等整備基金への積立金の減額に

より減少となっております。 

 また、自主財源の根幹をなす市税については、個人市民税の所得割で減収となり、法人

市民税についても、法人所得の減や事業所の規模縮小により減収になっております。固定

資産税については、土地分で時点修正の影響で減収になり、家屋分でも３年ごとの評価替

えの基準年度となる影響により減少となりましたが、償却資産では設備投資の増による増

収となっております。また、徴収率は合併以降連続して上昇しております。 

 内閣府が発表した月例経済報告によると、我が国の景気は、先行きについては当面、弱

さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな

回復が続くことが期待されております。 

 しかし、本市においては、普通交付税の合併算定替の縮減による普通交付税の減少や、

人口減少による自主財源の根幹である市税収入の減収が見込まれ、本市の財政運営は引き
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続き厳しい局面を迎えることが予想されます。 

 こうした状況を踏まえ、財政の課題に的確に対応するため、時代の潮流を見誤ることな

く的確に読み取り、時代に対応した行政サービスの提供、自主性の高い財政運営の確保、

公有財産の適正管理を有効活用等を行うことで、さらに効率的で効果的な行財政運営を推

し進めていっていただきたいと思います。 

 以上で、平成３０年度各会計の決算審査と健全化判断比率等の審査結果についての監査

委員の意見といたします。 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（坂本康隆君） 監査報告、ありがとうございました。 

 以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております日程第４のうち、諮問第８号及び諮問第９号 人権擁護

委員候補者の推薦についての計２件につきましては、人事に関する案件でありますので、

本日直ちに質疑、討論、採決まで行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第８号及び諮問第９号の２件につきましては、本日直ちに質疑、討論、

採決まで行うことに決しました。 

 それでは、諮問第８号及び諮問第９号 人権擁護委員候補者の推薦についての計２件に

つきまして、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、質疑を終結いたします。 

 次に、諮問第８号及び諮問第９号の計２件につきましては、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会の付託を省略することに決しました。 

 それでは、諮問第８号及び諮問第９号の計２件につきまして、一括して討論を行います。

討論はありませんか。 

〔「討論なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

 それでは、順次採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 諮問第８号につきまして、適任者とすることに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第８号は、適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 諮問第９号につきまして、適任者とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第９号は、適任者とすることに決しました。 

 これをもちまして、本日の日程は全て終了いたします。 

 次会は、明日９月３日、火曜日、午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 お疲れさまでございました。 

（散会 午前１１時３７分） 


